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郵政民営化委員会（第270回）議事録 
 
日 時：令和６年１月23日（火）13:30～15:30 

場 所：郵政民営化委員会室（永田町合同庁舎３階）及びオンライン 

出席者：山内委員長、関口委員長代理、青野委員、佐藤委員、関委員 

        （敬称略） 

金融庁 大来企画市場局信用制度参事官、野崎監督局参事官、 

澤飯監督局郵便貯金・保険監督総括参事官 

総務省 玉田郵政行政部長、三島企画課長、折笠郵便課長、芥貯金保険室長、 

    相良企画課貯金保険室課長補佐 

国土交通省 鈴木物流・自動車局物流政策課国際物流室長 

経済産業省 大西商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室室長補佐 

 

○山内委員長 それでは、ただいまより「郵政民営化委員会」第270回を開催いたします。 

 本日は、委員の出席状況、委員５名中５名の出席をいただいておりますので、定足数を

満たしております。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。 

 まずは、郵政民営化法施行令の一部改正に当たりまして、郵政民営化法第123条第１号の

規定に基づき、金融庁長官及び総務大臣からの当委員会への意見の求めがありましたので、

金融庁及び総務省から説明を受け、質疑応答の後に審議を行いたいと思います。 

 それでは、御説明をよろしくお願いいたします。 

○大来参事官 ありがとうございます。金融庁信用制度参事官の大来でございます。 

 今、山内委員長から御紹介いただきました郵政民営化法施行令の一部改正の案につきま

して御説明をさせていただきます。お手元の資料番号270-1-2に沿って御説明したいと思

います。 

 今回御審議いただきたい事項は、ゆうちょ銀行が内閣総理大臣及び総務大臣の認可を要

せずに行うことができる業務といたしまして、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施

のための預貯金口座の登録等に関する法律」、いわゆる「口座登録法」、それから、「預

貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」、いわゆ

る「口座管理法」の２法の業務を追加するための政令改正の実施についてでございます。 

 資料の１ページに、本件の概要を記載してございます。令和３年の通常国会におきまし

て、口座登録法及び口座管理法の２法が成立をいたしました。このうち口座登録法につき

ましては、預貯金者が特定公的給付、これは災害や感染症発生時に支給される給付金など

でございますけれども、これを受けるための口座をマイナンバーとともにあらかじめ登録

を受けておくことを可能とする法律でございます。これによりまして、実際に給付金の支

給対象となった際に、給付を受ける口座登録の手続を経ることなく、迅速な給付金の支給

を受けることが可能となります。法律の一部は既に施行されておりまして、現在も預貯金

者はマイナポータルからの登録申請を行うことはできますけれども、今後、内閣総理大臣

からの委託を受けた金融機関の窓口において登録申請を行うことも可能となるということ
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でございます。 

 口座管理法につきましては、預貯金者が複数の金融機関に保有する全ての金融機関口座

について、マイナンバーによって管理をすることを希望する場合に、各金融機関に別々に

申し出るということではなく、いずれかの金融機関への１度の申出で対応を可能とすると

ともに、災害時などにおきましては、マイナンバーで管理されている口座の情報、これは

金融機関の店舗名、預金種別、口座番号でございますけれども、これについて、預金保険

機構に対して求めることによって、通知を受けることを可能とするものでございます。現

在も個別に金融機関に申し出ることによって、預貯金者が保有する口座についてマイナン

バーによる管理を希望することは可能です。ただ、現在は金融機関が異なる場合、別途の

申出が必要となってまいります。この点について、今後は一括の申出で足りるということ

となるものでございます。この口座管理の申出や災害時等の情報通知の求めなどについて、

金融機関は預金保険機構から委託を受けて受付業務等を行うことが予定されております。 

 ただいま御説明いたしました２法に基づきまして、金融機関が委託を受けて行う業務に

ついては、金融機関はいわゆる法定他業業務として実施することとなります。他方、ゆう

ちょ銀行の場合、他の金融機関との間の適正な競争関係の確保の観点などから、銀行が行

うことができる業務のうち、郵政民営化法で制限される業務を新たに実施しようとする場

合には、認可不要として定められている一部の例外を除き、内閣総理大臣及び総務大臣の

認可を要することとされております。この認可不要として定められている業務というのは、

旧公社において行われていた郵便貯金業務等と同等の業務と整理することが可能であるも

ののほか、競争関係の確保の観点が問題とならない公的な要請に基づいて実施する業務と

なります。今回認可不要として定められる業務に追加を予定している口座登録法及び口座

管理法に基づく業務は、利用者の利便性を図るという観点から、個人顧客が口座を有して

いることが想定される金融機関は基本的に実施することが予定されているものでございま

して、公的な要請に基づいて実施する業務と整理できると考えられます。そのため、法施

行後、円滑な業務実施が可能となるよう、本改正を検討、予定をしているところでござい

ます。 

 具体的な政令改正案は２ページに、口座登録法、口座管理法の関係規定はそれぞれ４ペ

ージ、５ページに記載しております。 

 簡単でございますが、当庁からの説明は以上となります。何とぞ御審議をいただきたく

よろしくお願いいたします。 

○山内委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。ただいまの御説明に対して御意見あるいは御質

問がございましたら御発言願いたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。 

 どうぞ、佐藤委員。 

○佐藤委員 この政令についてなのですけれども、全ての銀行、ほかの金融機関と同等の

仕組みをゆうちょ銀行にも施行しようという目的があるという理解でよろしいでしょうか。 
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○大来参事官 基本的には御理解のとおりかと思います。銀行法などに基づいて業務を行

っている預金取扱等金融機関でございますと、銀行法で申し上げますと、今回の業務は法

定他業業務と位置づけられまして、先ほど申し上げた２法に基づき行うことができるとい

うことになっておりますけれども、ゆうちょ銀行につきましては、郵政民営化法で法定他

業業務については認可を要するということでございますけれども、今回政令に規定をする

ことで認可不要と位置づけて、ほかの銀行ができるように認可なしでできるようにすると

いうことをお願いするものでございます。 

○山内委員長 よろしいですか。 

 ほかにいかがですか。特によろしゅうございますか。 

 それでは、この件についての質疑を終えたいと思います。本日はどうもありがとうござ

いました。 

○大来参事官 ありがとうございました。 

（金融庁、総務省退室） 

○山内委員長 それでは、ただいま御議論いただきました今回の政令改正に対する当委員

会の意見でございますが、この案をあらかじめ事務局において作成していただいておりま

す。 

 この内容について、事務局から御説明をお願いいたします。 

○吾郷次長 事務局次長の吾郷でございます。 

 先ほど説明がございました郵政民営化法施行令案につきまして、資料270-1-1のとおり、

当委員会に意見の求めがございましたので、委員会の御意見をまとめていただく必要がご

ざいます。 

 資料270-1-3を御覧ください。 

 案の１、案の２とございますが、それぞれ金融庁長官、総務大臣に対して提出する意見

案で、内容は同じでございます。 

 それでは、案の１を読ませていただきます。 

 

郵政民営化法第110条第１項第５号の規定に基づく政令案について（意見） 

 令和６年１月15日付け金企市第５号・総情貯第５号をもって意見を求められた事案に

ついて、審議の結果、下記のとおり意見を提出する。 

記 

 標記については、当委員会に示された内容のとおり改正することが適当である。 

 

 案の２も同じ内容でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの意見案について、何か特段意見等はございますでしょうか。よろしゅうござ
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いますか。 

（首肯する委員あり） 

○山内委員長 それでは、本意見案を委員会の正式な意見として決定をいたしまして、本

日付で金融庁長官及び総務大臣宛てにそれぞれ文書を発出したいと思います。どうもあり

がとうございました。 

（総務省入室） 

○山内委員長 それでは、次の議題に移りたいと思います。「総合的な検証に係る省庁ヒ

アリング」を行います。 

 本日のヒアリングの進め方でございますが、それぞれの省庁から御説明いただいた後に、

省庁ごとに質疑を行うことにしたいと思います。 

 それでは、議事次第の順番に従い、まずは総務省から御説明いただきまして、質疑を行

うことといたします。御説明は15分以内ということでお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○玉田部長 それでは、前回検証以降の総務省の取組につきまして、駆け足になりますけ

れども、ポイントを御説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料で申しますと２ページと３ページは、最新の日本郵政グループの体制や社員

数、経常収益等の概要と、民営化後の株式処分の経緯を整理してございます。昨年６月に

日本郵便及びかんぽ生命の社長が交代をしまして、現体制となっておるということであり

ます。現在の株式保有状況は、スライド３で御覧いただけるパーセンテージでございます。 

 次に、郵便局のユニバーサルサービスの確保に係る取組を、スライド４から８までを使

いまして御説明をいたします。 

 スライド４ですけれども、郵便局ネットワークの現状でございます。上の四角の２つ目

の○にありますように、日本郵便株式会社法及びその省令によりまして、郵便局はあまね

く全国で利用されるよう設置されねばならず、また、過疎地においては、改正民営化法施

行時の郵便局ネットワークの水準を維持するということで、おおむね２万4,000局が維持

されているところであります。 

 次に、スライド５でございますが、この郵便局で提供されているサービスの範囲につい

て記載をしてございます。２つ目の○にあるように、日本郵便は、郵便・貯金・保険の役

務を、あまねく全国で公平に利用できるようにするユニバーサルサービスの責務を有して

おります。図で詳細を御覧いただけるとおりでございます。 

 スライド６を御覧ください。郵便局ネットワークの維持を支援するために、平成30年に

「交付金・拠出金制度」を創設し、運用をしてございます。これは郵便局ネットワークの

維持に要する費用のうち、基礎的な費用を郵便・貯金・保険の三事業で分担をし、ゆうち

ょ銀行とかんぽ生命の負担分を一旦郵政管理・支援機構へ拠出の上、日本郵便に交付する

仕組みでございます。令和５年度には約3,000億円が金融２社から日本郵便へ交付をされ

ます。 
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 次に、スライド７と８は、郵便事業の動向と料金見直しに向けた対応でございます。 

 まず、郵便事業全体の収支と内訳について、スライド７を御覧ください。これまでの日

本郵便での区分作業の効率化あるいは適正な要員配置等による人件費の費用削減の取組の

一方、郵便物数は平成13年度をピークに減少を続けておりまして、令和４年度には144億通

とピーク時の45％減となっております。特に令和５年度は賃金の引上げや燃料費等物価の

高騰の影響によりまして、郵便事業の収支は、表に赤字で記載してございますように、民

営化以降初めて210億円の赤字となっております。 

 スライド８に移ります。このような状況から、郵便料金の見直しに向けた対応を進めて

おります。見直しに関する考え方を赤い四角で囲って記載しております。まず、日本郵便

の今後の事業運営の在り方につきまして、顧客ニーズを第一とし、郵政事業の公的な役割

も踏まえつつ、我が国全体が「コストカット型経済」から脱却し、持続的な賃上げや活発

な投資が牽引する「成長型経済」への変革を目指している中で、同社においても、賃上げ

や委託事業者への適切な価格転嫁の取組を継続しつつ、利便性や付加価値の高いサービス

の開発・提供に取り組む必要がある。そのためには、市場動向も踏まえつつ、抜本的なDX

に取り組み、経営資源を戦略的に投下し、これまでの取組やビジネスにとらわれない新た

な需要の掘り起こしなど、より一層の収益力の向上を図ることが必要と考えております。 

 その上で、中ほど以下に記載してございますように、当面の対応としまして、郵便料金

の見直しが必要でございますが、家計の負担も考慮いたしまして、経営状況に応じて短期

間で再度見直すことも念頭に、最小限の値上げ幅とすることを考えてございます。具体的

には、現在最も基礎的な郵便物として総務省令による上限額規制がかかっている25グラム

以下の第一種定形郵便物の封書につきまして、現行の84円から110円に改定するために、昨

年12月18日、情報通信行政・郵政行政審議会に省令改正案を諮問済みでございます。今後、

消費者委員会や物価関係閣僚会議等を経て改正をいたしまして、秋をめどに料金見直しが

予定されております。 

 次に、スライド９から18にかけまして、郵便局の地域貢献に係る取組を御説明いたしま

す。 

 まず、自治体窓口業務等の取扱いの全体像でございます。昨今、自治体の支所や出張所

の統廃合も見られる中で、郵便局の生活インフラとしての役割への期待も大きくなってご

ざいます。左側の（１）にございますように従来から行われてきました住民票の写しなど

自治体が発行する証明書の交付のほか、郵便局事務取扱法に基づいて郵便局が自治体から

受託可能な事務が着実に多様化をしてございます。このほか、右側の（２）にありますよ

うに国民健康保険関係の届出書の受付などそれ以外の法令に基づく事務や、（３）にある

バスの回数券やごみ処理券の販売等、合計421の自治体が6,003の郵便局に事務を委託して

ございます。 

 スライド10と11では、これらのうちマイナンバーカードに関連した施策を御説明いたし

ます。 
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 まず、スライド10では、特に令和６年秋のマイナンバーカードと健康保険証の一体化の

方針も踏まえまして、マイナンバーカードの交付等の事務を郵便局でも取り扱えるように

するため、令和５年６月に郵便局事務取扱法の一部改正を行っております。これによりま

して、下の図にありますように、従来は申請者は郵便局でマイナンバーカードの申請のサ

ポートは受けられるものの、実際の交付申請のためには結局市町村窓口へ出向く必要があ

ったわけですけれども、改正後は申請者は市町村窓口へ出向くことなく最寄りの郵便局で

交付申請まで行えることとなってございます。 

 スライド11であります。郵便局を利用したマイナンバーカードの利活用の推進について、

自治体が郵便局などに証明書自動交付サービスを導入する経費について、令和５年度より

特別交付税措置を講じております。また、令和４年度の第２次補正予算の「証明書交付サ

ービス端末整備費補助金」によりまして、コンビニがない市町村を中心に、郵便局等への

証明書交付サービス端末の導入を支援しております。 

 次に、スライド12です。郵便局が自治体等の地域の公的基盤と連携をしまして、地域の

課題を解決するために行っている総務省の実証事業についてであります。実証テーマとし

ましては、中ほど青字で４つございますけれども、郵便局におけるオンライン診療や郵便

局の保有するプローブデータ等を活用して行うデジタル地図としての活用などを例示して

ございます。また、実証事業では、それ自体が予定していた成果を上げることはもとより、

その事業が横展開されることも極めて重要であります。右下に記載がございますように、

過年度の実証として行われましたスマートスピーカーを利用した「みまもりサービス」の

例でございますと、令和５年10月までに15の自治体で本サービスが利用されております。

今後とも実証事業の横展開等を積極的に図ってまいります。 

 スライド13でございます。このような取組に加えまして、郵便局の今後の地域貢献の在

り方につきまして包括的に検討するために、情報通信審議会の郵政政策部会において、郵

便局のDXやデータ活用、郵便差出箱の役割等について検討を進めてございます。 

 スライド14でございます。右側の棒グラフは、こうした検討の中で実施しました自治体

アンケートの調査でございますけれども、郵便局に期待する役割として、災害時のサポー

トや高齢者生活支援等が挙げられております一方で、実際に協力して取り組みたい分野、

下半分ですけれども、安全・防犯・見守りや証明書発行等のほか、空き家対策やインフラ

の管理等、データの活用も想定される新しい分野の期待も見られております。 

 スライド15から18につきましては、令和４年から総務省の大臣官房を事務局として部局

横断的に開催をしましたプロジェクトチームにおきまして、郵便局を活用した地方活性化

方策について検討した結果でございます。令和５年３月に行った方策の取りまとめを、ス

ライド16から18で記載してございます。詳細の説明はこの場では割愛をさせていただきま

すけれども、郵便局が持ちます強みを認識した上で、これらを生かした地域活性化方策と

して、見出しを中心に追っていただきますと、スライド17でいいますと、拠点を活用した

自治体窓口業務、人材を活用した消防団加入等、また、スライドの18でいいますと、スペ
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ースを活用した緊急避難場所としての指定等、配達ネットワークを活用した備蓄物資の保

管、配送、さらにはデータを活用したデジタル地図や大規模災害時等の活用などが取りま

とめられております。 

 次に、スライド19に移ります。信書の秘密や個人情報の適切な取扱い等にも十分配慮し

ながら、郵便局の保有するデータの有効活用を推進するということから、令和４年12月よ

り「郵便局データ活用アドバイザリーボード」で検討を進めております。 

 次のスライド20でいいますと、その基本的な考え方と最近の検討テーマを記載してござ

います。中ほどの「データ活用に係る現状」に記載がございますように、日本郵便の保有

データは、原則として第三者提供は認められておりませんが、空き家等の所有者転居届情

報を自治体に提供する場合や、大規模災害等緊急時に被災者情報を自治体に提供する場合

等、４つの類型においては第三者提供が可能と整理をされております。これらに加えまし

て、下の表にありますような事項についても引き続き検討を進めているところでございま

す。 

 このような検討を受けまして、スライド21を御覧いただきますと、こちらは本年１月１

日に発生をしました能登半島地震に際しまして、石川県が作成した「安否不明者一覧表」

に掲載された方々について、日本郵便の転居届情報から作成されましたデータベース、こ

れにある配達原簿情報と突き合わせをいたしました。これは先ほどの４つの類型のうち２

番目の大規模災害等緊急時の自治体への情報提供に該当するとして可能としたものでござ

いますけれども、これによりまして、リストに掲載された方が既に転居された方かどうか、

あるいは転居先がどこであるかといった情報を明らかにすることで、リストの精度の向上

に貢献できたという実績にもつながってございます。 

 続きまして、スライド22でございますが、郵政事業をめぐるグローバルな動向への対応

でございます。図にありますように、郵政事業をめぐるグローバルな環境にあっては、各

国の郵政事業体はもとより、物流やロジスティクス事業者、ドローン事業者、ＤＸ関連で

はシステムベンダーやソフトウエア事業者等、多様なステークホルダーが、200か国近い

国々が集まる万国郵便連合（ＵＰＵ）の場などを戦略的に活用しまして、新たな事業展開

を模索している状況にございます。 

 スライド23にありますように、このような状況を踏まえまして、我が国においてもグロ

ーバルな情報と機会を生かして、関係事業者が国内で利便性の高いサービスを提供すると

ともに、日本が強みを有する分野の戦略的な海外展開のための内外関係者の連携強化等に

つきまして、「郵政グローバル戦略タスクフォース」において昨年12月より検討を開始し

ているところでございます。 

 スライド24に移らせていただきます。かんぽ生命保険の募集につきまして、不適正な乗

換契約等により利用者に不利益を与える事案が全国的に多数発生をし、令和元年12月、総

務省は日本郵政及び日本郵便に対して業務改善命令等の行政処分を行いました。その後、

両社からは３か月ごとに改善計画の進捗報告を受けてまいりましたが、昨年４月に当該計
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画の施策は全て実施済みとなりまして、６月以降の日本郵便及びかんぽ生命の新体制の下

においても改めて報告を受けてまいっておりました。その内容を踏まえまして、今後は一

般的な監督の中で有効な改善措置が定着していることや高齢者への募集状況が信頼に応え

るものになっているかどうかについてモニタリングを行うこととしております。その際、

必要に応じて金融庁とも連携をしながら、郵便局窓口の三事業の安定的提供の観点からも

確認をしてまいりたいと思っております。 

 続いて、スライド25を御覧ください。ゆうちょ銀行の預入限度額は、平成31年４月１日

より通常預金と定期性預金について、それぞれ1300万円となっております。この限度額の

引上げ後の状況は、左側の棒グラフのとおりに微増してございます。また、資産運用状況

は、右側の円グラフのとおり「預け金等」が約３割を占める状況でございます。昨年12月

の郵政民営化委員会では、ゆうちょ銀行から、預け金等の規模などを踏まえ、日本郵政に

よるゆうちょ銀行株式の保有割合が50％を下回り、経営の自由度が向上する一環として、

通常貯金の限度額については何らかの検討をする方向としたいとの考えが示されたと承知

をしております。総務省としましては、今後の限度額の見直しにつきましては、ゆうちょ

銀行の考えをしっかりと聴取をした上で適切に判断し、また、金融庁とも連携して対応し

てまいりたいと考えております。 

 最後に、スライド26でありますけれども、モニタリングについて記載してございます。

総務省では、毎事業年度の開始前に、事業計画の認可を行うに際しまして、事業の実施に

当たって取り組むべき事項について対応を要請してございます。令和５年度事業計画にあ

っては、左側に記載があるように、日本郵政に対しては、グループのＤＸの推進や感染症・

災害時等の業務継続等について、また、日本郵便に対しては、これらに加えて委託先への

適正な価格交渉・価格転嫁やマイナンバーカード交付等の準備を要請しております。そし

て、右側にある郵政モニタリング会合の検討と有機的に連携をさせまして、その実施状況

についても適切にフォローアップしてまいります。 

 総務省の取組の御説明、以上でございます。 

○山内委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。ただいまの説明に対して御意見、御質問等あれば御発言願

いますが、どなたかいらっしゃいますか。 

 どうぞ、関委員。 

○関委員 委員の関といいます。 

 今日はお忙しい中をわざわざお見えいただいて、ありがとうございます。 

 ページでいうと、６ページ、７ページ、８ページのところなのですけれども、郵便局ネ

ットワークを使ってユニバーサルサービスを維持するのはとても国民にとって重要なこと

で、ぜひ維持をいただきたいと思っています。この拠出金の形で、今、支援機構から毎年

3,000億円程度交付金で補塡をいただいているところです。８ページにありますように、試

算で言われている郵便事業については、こういった交付金で補う金額以上に令和８年度の
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マイナス損益事業が大きくなる見込みがあるので、実質上、郵便料金の値上げという小手

先の対応では１年ぐらいしかもたないだろうと思っております。ですから、このユニバー

サルサービスをしっかりと維持するための抜本的な改革案を、この郵便料金の値上げ以外

で考えていらっしゃるかをお聞きしたいと思っています。実をいうと、この委員会の中で

はないのですが、新聞報道でユニバーサルサービスを維持するためにそれぞれ保有してい

る政府株式を売却しない方向にしたいという話もニュース上では聞こえてきている形にな

っているので、郵政民営化から20年たって、政府保有株50％を切りながら本当の独立に向

かうという方向性を示してはいるのですが、総務省さんとしては抜本的対策をどのように

考えているかを教えていただければと思います。これが１つ目。 

 ２つ目が、先ほどゆうちょ銀行の株式が50％を切ったので実質上1,300万円の限度額に

ついては適切に今後検討したいという話があったのですが、25ページを見ていただくと分

かるのですが、保有は既にもう約200兆円、195兆円まで郵便貯金は積み上がっていまして、

実際にこのお金がどう使われているかというと、基本的には海外債券市場で海外の企業を

大きくしているお金に使われている現状がございますので、限度額を上げても結局日本に

シャワー効果として戻ってこないのであれば、限度額をいじる必要は全くないのではない

かと思っております。なぜかというと、いわゆるお金を集めるだけではなくて、銀行とい

うのは、集めた後、バンクの一番の使命である企業を大きくする、市場経済を大きくする

というところで言えば、国内への貢献はほとんど見られないのではないかと思っておりま

すので、その辺も経済政策的にどうお考えなのかをお聞きしたいです。 

 この２つです。よろしくお願いいたします。 

○山内委員長 お願いいたします。 

○玉田部長 それでは、順次お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目でございます。郵便の収支状況も踏まえまして、今回の郵便料金の値上げ

だけではなく、抜本的な改革をどのように考えているかということと承知をしてございま

す。こちらの郵便の料金の見直しの部分でも書いてございますけれども、まずは日本郵便

さんとしまして事業を行っていく上で、どのような考え方で行っていくかを整理させてい

ただきました。その上で、私どもで考えておりますところでありますけれども、今回諮問

を行いましたのは、あくまで郵便料金の上限額の見直しということでございましたけれど

も、大事なことは、郵便事業を安定的に将来にわたって提供することを確保していくこと

でございます。そのために、関係者あるいは有識者の意見を丁寧に伺いながら、必要とあ

らば制度の見直しも視野に入れて対応することも考えていきたいと思っております。 

 ２点目のゆうちょの話でございます。この資料にもございますけれども、25ページ、委

員おっしゃったように、その３割が既に日銀等への預け金になっている、運用についても

外国証券等が多いということでございます。一方で、今、ゆうちょ銀行さんでは、Σビジ

ネスという形で国内への投資にも力を入れていこうと様々な検討をされている、対応もさ

れていると承知をしてございます。こういったものが今後どのように実を結んでいくのか
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も私どもは大変関心を持って見ておるところではございますけれども、いずれにしまして

も、預入限度額につきましては、そのような状況もしっかり踏まえた上で、また、ゆうち

ょ銀行さんとしてどのような考えで事業をなしていかれるかもしっかりとお聞きをした上

で、我々としても判断していくことになろうと思っております。 

○関委員 ありがとうございました。 

 まず、郵便事業については、制度の見直しということで大きい大胆ななたを振るってい

ただけそうだということで、期待していきたいと思います。郵便事業だけで収支を取ると

いうのは構造的に難しいので、これから大きくなる小包というのでしょうか、宅配便との

統合的な収支という形で、今は法律が別々なので相乗りができない、融通が金額的に利か

ないのですが、ここを同じ郵便事業として収支を安定させるために相乗りができるように

制度改正というのが、とても重要ではないかと思っています。 

 郵便局の強さというのは、歩道上にあるポストなのですね。このポストをちゃんと使う

ことによって収益をもっと上げられると感じておりますので、必ずしも補塡だけで事業を

成り立たせるというよりも、もともとの力のあるビジネスに構造を変えていくというとこ

ろの視点で、法律が邪魔をしている可能性が相当ありますので、その辺の制度改革の見直

しをぜひ進めていただければと思います。 

 ゆうちょ銀行については、意見もそれぞれあろうかと思うので、お聞きした範囲で結構

でした。ありがとうございます。 

○山内委員長 よろしゅうございますか。 

 ほかに御発言はございますか。 

 関口委員、どうぞ。 

○関口委員長代理 どうも御説明ありがとうございました。 

 18ページのところですか、④のあたりで災害時の避難所等への備蓄物資の配達のような

ことが書いてありますが、今回の能登半島の災害等で郵便局自身も相当被災をされたと思

うのですけれども、どのような現状で行われているのかについて、御存じの範囲で結構で

すので、お知らせいただければと思います。恐らく郵便物そのものも御自宅には配れない

現状があると思うのですけれども、それも含めて教えていただければ幸いです。 

○玉田部長 ありがとうございます。 

 まず、今回の能登地震におきましては、郵便局そのものにつきましても、例えば200を超

える建物で何らかの被害を受けている、もちろん断水や停電も含むわけなのですけれども、

そういう状況の下で、徐々に回復をしてきております。特に南部はおおむね対応が可能に

なってきておりますけれども、北部は難しい状況ではございます。それでも、窓口で何ら

か受け渡しだけでもできないかということを少しずつ模索してきているところかと承知を

しております。 

 補足がありましたらお願いします。 

○三島企画課長 ただいま玉田から申し上げましたけれども、南部は七尾あたりまでは１
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月12日に配達は完全に復旧している状態でございますけれども、北部は申し上げましたと

おり、窓口での郵便物の引き渡しについて早期に開始するという方向で準備をしているの

と、18日だったと思いますけれども、能登の穴水町にあるヤマトさんの営業所をお借りし

て、そこを穴水郵便局の分室として、そこの局留めのゆうパックをお送りいただくとそこ

でお渡しするという、ヤマトさんと連携をした取組についても始めているところでござい

ます。 

○関口委員長代理 どうもありがとうございます。 

 ちなみに、東北大震災のときの郵便局の損害状況についての査定をお手伝いした経験が

あるのですけれども、そのときには金庫を随分日本人が盗んでいたというので、随分心な

い人たちが多かったのですけれども、今回はそういう被害はあまりまだ届けはありません

か。 

○三島企画課長 被害の事例は聞いておりません。 

○関口委員長代理 ありがとうございます。 

○山内委員長 よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょう。特に御発言はよろしいですか。 

 簡単に最後に伺いたいのですけれども、今回の郵便料金の引上げについては、社会的に

どのような判断といいますか、評価になっているのか、把握しているところを教えていた

だけますか。 

○玉田部長 今回の諮問に伴いまして、パブリックコメントも募集をしているところでご

ざいます。まさしく昨日まで行ったところでございまして、その結果の取りまとめをこれ

からするということであります。おおむね申しまして、こういった御時世の中で郵便の提

供を続けるためには一定の料金見直しもやむを得ないという意見、一方で、値上げに反対

という意見も含まれております。 

○折笠郵便課長 郵便課長の折笠でございます。 

 若干補足させていただきますと、パブリックコメントを昨日まで実施しておりまして、

150件近い意見が来ているということで、非常に御関心が強いのかと思っております。玉田

が申し上げましたように、中身は、こういう状況の中で郵便サービスを維持していくため

に値上げはやむを得ないという御意見もあれば、その一方で、例えば土曜休配みたいなこ

ともやってサービスが下がっている中で値上げが本当に必要なのかみたいな御意見もあり

まして、これから具体的な御意見を拝見しながら、それに対してどう考えるかを整理して

まいりたいと思っているところでございます。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 ほか、よろしいですか。 

 それでは、まだちょっと時間はございますけれども、この辺で質疑を終えたいと思いま

す。本日はどうもありがとうございました。 

○玉田部長 ありがとうございました。 
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（総務省退室） 

（金融庁入室） 

○山内委員長 続きまして、金融庁から御説明いただきまして、そして、質疑を行うこと

といたしたいと思います。御説明は15分以内でお願いしたいと思います。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○野崎参事官 金融庁監督局で参事官をしております野崎でございます。よろしくお願い

いたします。 

 本日は、説明依頼を受けました事項を含めまして、ゆうちょ銀行・かんぽ生命別に資料

に基づいて説明させていただければと思っております。 

 資料をおめくりいただきまして、３ページでございますが、最初に、ゆうちょ銀行のほ

うですけれども、ビジネスモデルが３つの柱になっておりまして、１つ目の柱が「リテー

ルビジネス」ということで、絵でいうと左側のところにありますけれども、２つ目の柱と

いうことで、預かった貯金を有価証券で運用する「マーケットビジネス」が掲げられてお

りまして、３つ目の柱として、第３の新しい成長エンジンということで「投資を通じた新

しい法人ビジネス（Σビジネス）」も本格的に展開する予定となっております。 

 ４ページに行きますけれども、リテールビジネスの現状でございますが、中期経営計画

に基づきまして、「ゆうちょ通帳アプリ」をはじめとするデジタルサービス・キャッシュ

レスサービスの拡充と、リアル・デジタルチャネルの充実による資産形成サポートビジネ

スの取組を強化するとなっておりまして、真ん中のところの表になりますけれども、ゆう

ちょの通帳アプリについては、2026年３月末までに1,000万口座、つみたてNISAの稼働口座

40万口座を目指すという計画を掲げておりますが、2023年９月末ということで、通帳アプ

リ891万口座、それから、つみたてNISAの稼働口座が29万口座ということで、順調に進んで

いると思いますし、つみたてNISAに関しましては、御案内のとおり、新しいNISA制度もで

きましたので、今後さらなる積上げが期待されているところでございます。 

 次の５ページにつきまして、個人預貯金残高の動向を他の業態とも比較したものがこの

表でございます。表の右側のところですけれども、2023年９月末の残高を例えば2021年３

月末と比較した部分の伸び率のところを見ていただきますと、ゆうちょ銀行は2.1％増に

なっておりまして、他の業態はいずれも増加しているのですけれども、そこの中でゆうち

ょ銀行の伸び率は他業態に比べれば低い状況になっております。それから、他の業態共通

ですけれども、低金利環境の中で総じて定期性の預貯金は減っていて、流動性の預貯金が

増加している傾向にありまして、ゆうちょ銀行につきましても、同じく定期性貯金は大き

く減少しておりまして、一方で、流動性貯金は増加している状況にあります。 

 次に、６ページでございますけれども、マーケットビジネスに移ります。マーケットビ

ジネスは基本的に運用対象資産を拡大して資産運用の高度化・多様化を推進しておりまし

て、海外クレジット資産を中心としたリスク性資産の積上げが進んでおりまして、左下の

図を御覧いただきますと、リスク性資産残高が年々増加しているということでございます
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し、戦略投資領域ということで、プライベートエクイティや不動産等がこれに当たります

けれども、これが右下の図ですけれども、こちらも優良案件への選別的な投資を実行して

おりまして、残高がどんどん積み上がっている状況でございます。これは民営化後に運用

対象として認められたシンジケートローンや貸出債権の取得など、そういったものが寄与

しているものと考えております。 

 次に、７ページに行きまして、運用のポートフォリオの状況で、左側が民営化直後のも

ので、右側が2023年９月末のものでございますけれども、民営化直後は国債の割合が８割

弱ということで非常に大きかったのですが、右側を御覧いただきますと、日銀預け金も増

えているというのもありますけれども、国債は40％を切るような状況でございまして、代

わりに外国証券などが増えておりまして、リスク性資産への投資を拡大している状況が見

てうかがえます。一方で、健全性を示す自己資本比率に関しましては、ほとんど変わらな

い状況であるということでございます。 

 次に、８ページに行きまして、資金利益の動向について示したものでございますけれど

も、国内の資金利益は低金利の継続ということもありまして、運用利ざやが縮小していま

して、減少傾向であると。一方で、国際業務部門の資金利益が基本的には伸びていますが、

多少凸凹がありまして、最近は海外金利の上昇に伴って外貨調達コストが増加していると

いうことで、足元は減少している状況でございます。先ほど申し上げました戦略的投資領

域、プライベートエクイティや不動産に係る損益ということで、臨時損益の部分で増加し

ている傾向が見てとれると思います。 

 次に、９ページでございますけれども、第３のエンジンということで、Σビジネスにつ

いて示しています。2022年度に立ち上げて、2026年度以降に本格展開予定ですけれども、

左の図を御覧いただきますと分かりますように、ゆうちょ銀行と共同事業者（パートナー）

によって共同出資という形で、上のところに「７つのＳｃｒｅｗ＋ＥＳＧ」と書いている

のは、こういうところにビークルをつくりまして、その地域で成長意欲のある事業者に対

してＧＰとして出資をするということをやっております。その投資先についての企業の発

掘や投資した後のマーケティングの支援も含めてΣビジネスと呼んでいまして、この共同

事業者だったり、そういうところに地域金融機関なども入っておりまして、そういうとこ

ろとの連携・協業で地域企業の成長を支援するということで、ゆうちょ銀行のお金が地域

の会社に投資されるという形で、資金が循環するような枠組みになっております。これは

2021年に銀行法の改正をやりまして、銀行は基本的に出資規制があるのですけれども、こ

ういう地域活性化事業会社などに対してはその規制が緩められていまして、2021年以前で

50％まで出資できたのですが、それを100％まで拡大できることになっておりまして、この

ような枠組みも活用されていると承知しております。 

 次に、10ページでございますが、御質問のあった預入限度額の関係が左でございまして、

これは制度的なこれまでの経緯を書いておりますけれども、足元は31年４月のところで、

通常貯金1,300万、定期性貯金1,300万と拡大してきております。直近の足元の状況につき
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ましては、ゆうちょ銀行から特段現時点で限度額拡大についての要望を直接我々は伺って

おりませんので、現時点で金融庁としては特段の検討は行っていないというのが現状でご

ざいます。右側、ユニバーサルサービスの状況と関連いたしまして、ゆうちょ銀行やその

他の民間金融機関の業態別の店舗数とＡＴＭの数を掲載しております。ユニバーサルサー

ビスと言われる貯金の受入れや送金、決済サービスは、御覧いただくようなゆうちょ銀行

と民間金融機関の店舗やATM等を通じて、全国各地で利用できるような状況になっている

ものと承知しております。 

 11ページでございますが、ゆうちょ銀行に対してどういうモニタリングをするかという

ところにつきましては、基本的に資産運用の関係のポートフォリオの構築やリスク管理態

勢の取組状況について対話したり、マネロンの関係の態勢整備について対話をしたり、資

産運用商品販売における顧客本位の取組について対話したり、新しいΣビジネスについて

の対話をするという方針を掲げて、今事務年度も対話を継続しているところでございます。 

 次に、飛びまして、かんぽ生命のほうに移らせていただきますが、14ページを御覧いた

だきますと、かんぽ生命ですが、御覧いただいている左下に民営化以前と民営化後の商品

構成がありますけれども、終身、養老、学資保険につきまして、医療特約を付加したよう

な販売が基本的なスタイルですけれども、民営化以前と民営化後では養老保険のところが

減りまして、終身保険が増えている状況にございます。右下が新規の契約件数ですけれど

も、19年末に不祥事があって行政処分等が行われましたけれども、それを踏まえまして、

ぐっと新規の契約件数が減っておりますけれども、足元はまた少しずつ増えている状況で

ありまして、民営化委員会にも届出がありました医療特約や学資保険、あとは今回新しく

始まりました一時払終身など、そういうものがこういう契約増に寄与していくものと期待

されているところでございます。 

 次に、15ページを御覧いただきまして、運用のところでございますけれども、かんぽ生

命の運用は国債を中心としたALM運用が基本ですけれども、収益向上を目指したオルタナ

ティブを含むリスク性資産への投資を拡大している状況にございまして、右側を御覧いた

だきますと「株式」や「外国証券」「金銭の信託」といったところはそれ以前に比べて増

えているというところがうかがわれるところでございます。あとは、大手生保との比較を

下のところに書いていますけれども、総資産や資産運用残高は日本生命よりは小さいので

すが、第一生命より大きい状況でございます。運用収益は第一生命より少し低い感じにな

っておりますけれども、それぞれ販売している保険商品の特性等もございますので、これ

によって一概に運用能力がどうこうということではないと思っております。 

 次、16ページでございますけれども、保険契約件数の推移を左側で示しておりまして、

かんぽ生命につきましては、民営化以前からずっと契約件数は減っていまして、これは貯

蓄性商品の魅力が低下しているところが主因なのかと思っております。民間のほうは一旦

減りましたけれども、途中から増加している状況でございます。基礎利益のところは、基

本的にかんぽ生命についておおむね横ばいですけれども、足元の2023年３月末、これは民
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間の生命保険会社も一緒ですけれども、新型コロナウイルスの関係で保険金の支払いが増

えた関係で、基礎利益が減っている状況にございます。 

 次に、17ページでございますが、これも新契約の保険金額の推移ですけれども、上のか

んぽ生命のところだけ御覧いただきますと、これは業務停止以降の推移でございますが、

緩やかにそれ以降は増加しているところが見てとれております。民間の保険会社はほぼ横

ばいという感じでございます。 

 次に、18ページ、19ページで、かんぽ生命の不正事案に対する対応について御説明しま

す。 

 2019年に顧客保護上問題となる乗換契約等が多数発生しまして、９月に金融庁が立入検

査をして、12月にかんぽ生命・日本郵便に対しては業務停止命令と業務改善命令で、日本

郵政に対して業務改善命令を発出しております。業務改善命令の中身は注２のところの①

から⑥を御覧いただければと思います。その後、３か月間の業務停止の後もかんぽ生命は

積極的な営業を自粛しておりましたけれども、2021年４月に通常営業を再開して、2023年

４月には改善計画に基づく施策が全て実施済みとなりまして、その後、半年程度推移を見

守った後、昨年末に業務改善計画に基づく改善状況の定期報告を不要とするということで

通知をしたところでございます。 

 不適切事案の発生原因については、19ページに書いております１から４の事象が原因と、

これはかんぽ生命で作成している資料ですけれども、そのようになっておりまして、それ

に対しまして、募集品質を重視した評価をやるようにするであるとか、組織風土の醸成と

いう意味では、行動規範やかんぽ営業スタンダードをつくるとか、そのほか、一番下のガ

バナンスの抜本的な強化というところでは、ＰＤＣＡサイクルを徹底していくようなこと

に取り組んでいくと聞いております。 

 営業拠点のところが20ページにございますけれども、これはかんぽ生命のサービスを提

供している郵便局と保険募集人の数が上に書いておりまして、下が民間の同じ数字につい

て御参考までに記載しておりますが、御覧いただいているような郵便局の店舗や営業職員

を通じて、基本的には生命保険サービスは全国各地で提供されていると承知しております。 

 最後、21ページにありますけれども、金融行政方針のところでございますけれども、基

本的には業務改善計画に基づいて実施してきた顧客本位の業務運営に向けた施策の定着や

コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成の状況を見ていくことと、

収益基盤の再構築という課題にどう対処していくかを対話していくということでございま

して、これはこれまでの３か年やってきたことと基本的には同じことを継続していくと考

えております。 

 私の説明は以上でございます。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。ただいまの御説明に対して御意見、御質問がありましたら

御発言を願いたいと思います。どなたか御希望はいらっしゃいますでしょうか。 
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 関委員、どうぞ。 

○関委員 委員の関といいます。 

 今日はお忙しい中を来ていただいて、ありがとうございます。 

 私から２つほどあります。ゆうちょ銀行なのですが、銀行法に基づいて、銀行の業務は

実は銀行法第２条で２つ言っているのですね。１つ目は、預金または定期積立金の受入れ

と、資金の貸付けまたは手形の割引、これらを併せて行うことと書いてあるのです。２つ

目が、為替取引を行うこと。これは銀行法に基づいていて、ゆうちょ銀行は特例法ではあ

りますけれども、銀行ということで、この規定はある意味で枠の中として使っていくこと

になると思うのですが、金融庁さんのこの資料で行くと７ページなのですけれども、実際

に貸付金が5.7兆円しかない状況で、先ほどのΣビジネスのところで、ファンドという形で

エクイティですね。投資という形で地域企業への資金の循環で地域経済を強くするという

お話があったのですが、本来の銀行法で行くと、いわゆる貸付けという融資で地域企業を

大きくするというのが建前ではないかと思うのですが、それをやらないでΣビジネスを大

きくすることについて、いわゆる融資ではなくてエクイティという違う制度で、銀行法に

も基づいていないエクイティという形で地域金融としての地域企業を大きくする、地域の

経済を活性化するというところで行くと、ある意味で本来をやらないで脇道からやってい

るのではないかという印象もあるのですが、この辺を金融庁さんはどうお考えなのか。銀

行法に基づいている本来の業務である貸付けよりも銀行法に書いていないファンドという

投資で行くところについて、これからのゆうちょ銀行のかなり大きい体制の問題なのです

ね。在り方の問題をどうお考えなのかをお聞きしたいのが１つ目です。 

 ２つ目は、先ほどの総務省さんの資料で、政府の３つの機関の株式の保有率がどんどん

下がってくると、今は郵便局に対してユニバーサルサービスをするためにかんぽ生命とゆ

うちょ銀行が支援機構を通じて毎年3,000億円以上の交付金という形で拠出しているので

すが、政府の株式の保有が下がれば下がるほど、株主訴訟の可能性があるのではないかと

思うのです。つまり、自分たちが本来受けるべき利益を郵便局に渡しているのではないか

ということで、利益が支援機構を通じて郵便局に、本来であればゆうちょ銀行とかんぽ生

命の株主に還元されるべきお金を3,000億円ほど毎年出していくというのは、保有率が下

がれば下がるほど、株主訴訟の可能性があるのではないかと思っているのですが、この形

をどこまで続けていくのかも含めて、この３つの機関があまりうまくこれから先は動き切

れないのではないかとも見受けられるのですが、その大きい考え方ですね。郵便局を支え

るための今の制度でよろしいのかどうかを含めて、リスクが大きいかと見えておりますの

で、見解をいただければと思います。 

○野崎参事官 御質問ありがとうございます。 

 １点目の御質問ですけれども、銀行法に基づく業務として、今のゆうちょの貸付けをあ

まりやっていないところについてどうかという御質問かと思いますけれども、もちろん銀

行法に基づいて業務をやるという意味で、Σビジネスの出資の部分も含めて、銀行はいろ
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いろな業務の制約がありますけれども、今、おっしゃった業務以外にも付随業務やその他

の業務ということで認められている業務がありまして、その枠組みの中で基本的にはやっ

ているということでございますが、認められている枠組みの中でどういう業務をやるのか

は基本的には経営の判断と思っておりまして、今の時点でゆうちょ銀行から一般融資の業

務を行いたいという要望はなくて、むしろ民間金融機関とも提携しながら出資という形で

地域に対して貢献していくのが経営方針だと承知しております。それは経営判断というこ

とで、そういう考え方もあると思いますし、融資に関して申し上げると、地域銀行や信金、

信組や農協など、それこそ商工中金から日本政策金融公庫まで融資の担い手は各地域にい

ろいろたくさんある状況で、融資の主体は逆に言うと足りていないことは基本的にはない

ので、そういう環境の中でどういうビジネスを選択しながら連携しつつやるかは、基本的

には現時点ではゆうちょ銀行の経営判断かと思っているところでございます。 

 ２点目ですけれども、基本的にゆうちょ銀行からそれこそ業務委託手数料という形で日

本郵便に対して支払いが行われていると承知しておりますけれども、ゆうちょ銀行から見

ると、それこそサービスを提供する店舗、代理店ということで、それに見合ったサービス

をしていただいているというのが郵便局ということでございますし、それに見合った手数

料が算定されて、法律上、あとは拠出金という形を通じて提供されているものだと思いま

す。我々金融庁の立場としては、そういうものとゆうちょ銀行の収益をちゃんと見た上で、

そういう戦略ですね。店舗に対して手数料を支払ってサービスを行っていただくというと

ころが健全性の観点から問題が生じないように、しっかりゆうちょ銀行の経営の健全性は

モニタリングの中で確認しているというのが、我々の立場でございます。 

 以上でございます。 

○関委員 ありがとうございました。 

 最初の質問については、経営の判断ということで、金融庁が何かを申し上げるべきでは

ないというお話だったと理解しています。融資をする銀行はたくさんあるのですが、これ

だけファンドにかじを切ってくると、ゆうちょ銀行が銀行でなくてもファンドでもいいか

もしれない。貸付けをしない形であれば、預貯金としての一定の限度額は担保するにして

も、だんだん銀行法というよりもどちらかというといわゆる金融機関としての銀行という

意味ではなくてファンドになっていくことになるので、銀行業を名乗らなくてもいいよう

なことにどんどんなりつつあるのかと思います。 

 ２つ目は、私が恐れているというか予測しているのは、ＤＸが進むと、郵便局に行かな

いで保険も銀行も窓口を通さないでいきなりオンラインで行ける形になるので、この手数

料を適正に払っているという形の適正金額がどんどん減ってくる見込みが出てくるのです

ね。そのときに郵便局をどう支えるのかみたいなことについては、一定程度早めに金融庁

さんも先読みをして、先読みをした上での手だてを考えておく必要があるかと予測をして

おりますので、今がいいからずっとやれるということではないだろうということは考えて

いただければと思います。 
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 以上です。 

○山内委員長 ほかに御質問等はございますか。 

 どうぞ、佐藤委員。 

○佐藤委員 御説明ありがとうございました。 

 私からは21ページの金融行政方針についてお伺いしたいのですけれども、本日日銀の決

定会合があり、金利が上がらないという決定があったみたいですが、今年いつの段階かで

金利が上がってくる可能性はあり、ゆうちょ銀行もかんぽ生命も、ストレス耐性のあるポ

ートフォリオの構築あるいはリスク管理の状況はどのようになっているのかについて、お

答えできる範囲でお伺いしたいのが１点目。 

 かんぽ生命は、数年前に不適切営業問題がありまして、それが改善されたのか、コンプ

ライアンスや顧客保護の重視ができるような組織風土の醸成ができたのかどうかに関心を

持っているのですが、そこのところの進捗あるいは感触などを教えていただければと思い

ます。 

○野崎参事官 御質問ありがとうございます。 

 御指摘いただいたとおり、１つ目の質問ですけれども、ゆうちょ銀行・かんぽ生命とも

に、ポートフォリオの中で国債というものを割合多く持っておりまして、そういう意味で

は金利の影響は確かに大きく受けるところでございますが、近年、先ほど説明させていた

だいたようにポートフォリオの分散みたいなことを図っていて、そういう中での耐性みた

いなものは以前に比べれば強化されているところでございますし、各社リスク管理という

意味では高度化には取り組んでおりまして、外部からも専門の人材等を登用して、そうい

う御指摘のあったストレステストみたいなものも含めてリスク管理の高度化を図っている

ところでございまして、我々もそこは市場運用を専門的に見るチームを活用してしっかり

と日頃から対話をさせていただいているところなので、御指摘を踏まえて、引き続きそこ

はしっかりと見ていきたいと思っております。 

 それから、かんぽ生命の不適切営業のところで、組織風土みたいなところなのですが、

先ほどの資料、時間の関係で若干割愛させていただいたのですが、19ページでかんぽ生命

自身が組織風土の問題を今回発生原因として重要な項目として挙げておりまして、それに

対して健全な組織風土の醸成というところでしっかりと改善策を出してきておりまして、

行動規範やかんぽ営業スタンダードなど、そういうものをつくっております。ただ、何分

ほかの金融機関に比べて非常に規模が大きい会社でございますし、さらに、郵便局が保険

代理店という形になって、直接自分の会社だけではなくて代理店を使っての営業という部

分もありますので、引き続きそういう改善策が末端まで定着しているかをしっかり我々と

しても見ていきたいと思っているところでございます。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○山内委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 まだ時間があるので、私から１つ伺いたいと思います。かんぽ生命は不祥事があって、
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かなり行動制約といいますか、営業制約を受けてきたわけですけれども、その間に生命保

険のマーケットが大きく変化して、そして、そもそも我々の立場からいうと、民営化する

ときにどういう商品を扱っていくかも審査させていただいたりしているわけですけれども、

そういう不祥事もあって、なかなか業態変容についていけないところがある。まず、そう

いう生命保険全体の変化に対して、これからかんぽ生命のあるべき姿というのも行政側に

おかしいですけれども、その辺の齟齬をどのように考えていらっしゃるのかについて伺い

たいと思います。 

○野崎参事官 御質問ありがとうございます。 

 委員長御指摘のとおり、生命保険の業態は今後を見据えたときに大きく環境変化が起こ

っておりまして、これはかんぽ生命に限らず民間の保険会社も同じような問題を抱えてお

りまして、少子化や高齢化がすごく今後の日本の生命保険市場を見る上で大きな要素とな

りますけれども、そういうものを乗り越えていくために、各社今までの販売チャネルなど

も含めてどのように効率的に業務運営をやっていくかは重要になってくるのと、お客様の

ニーズを捉えた商品開発が極めて重要になっておりまして、そういう環境変化にしっかり

対応できるようなビジネスモデルを各社しっかりつくっていくことが重要で、今、民間の

保険会社も含めていろいろな見直しを各社で行っているところでありますので、かんぽ生

命につきましても、持続的なビジネスモデルの継続に向けて、しっかりとそういう検討を

やっていただく必要があるのかということを思っております。 

○山内委員長 逆にかんぽ生命の場合には郵便局がベースになっていて、これはある意味

ではかんぽ生命の一つのビジネスモデルだったわけですけれども、おっしゃるように、通

常の民間の保険会社が業態変容していく中で、このかんぽ生命も変わらなければいけない、

そのとおりだと思うのですけれども、ユニバーサルサービスという観点からすると、民間

の取り残しというか、全てをカバーし切れないところを逆に補っていかなければいけない

という意味もあるのかと思ったりするのですけれども、その辺はどのようにお考えでしょ

うか。 

○野崎参事官 御指摘のとおり、かんぽ生命自体が郵便局を通じてサービスを提供してい

くというのが基本的な部分としてはあると思うのですけれども、割と保険の世界でも各社

によって力を入れている分野は違ったりするところがあって、広く保険市場を見渡すと、

そういう力点を置く分野を探していけばそれなりにあると思っておりまして、変わった例

でいいますと、生命保険のほかにも共済というものもあると思いますし、それこそ制度上、

少額短期保険というものもございまして、同じ保険という領域の中でも大手が提供してい

ないような隙間をついてサービスを提供している会社はあるわけなのです。そういう中で、

かんぽ生命もいろいろな商品を開発されていく上で、最近開発されているのは、民間生命

保険会社が提供しているサービスを制約上今までやっていなかったところを同じようなサ

ービスを提供するということで、競争領域に出ていっているというのが基本だと思います

けれども、民間の保険会社があまりやっていないようなところで提携をしていくとか、そ
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れが具体的に何かというのはなかなか私のほうで明確に申し上げられるところではないの

ですけれども、そのようなことも含めて検討するというのが一つの在り方としてはあるの

かと思います。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。特によろしいですか。 

 それでは、質疑を終えたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

○野崎参事官 どうもありがとうございました。 

（金融庁退室） 

（国土交通省、経済産業省入室） 

○鈴木室長 国土交通省の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○山内委員長 準備がよろしければ、まずは国土交通省から、そして、その次に経済産業

省から御説明いただきまして、質疑を行うことといたします。御説明は両省合わせて15分

ということになります。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○鈴木室長 よろしくお願いいたします。 

 まず、国土交通省から説明をいたします。 

 ページをめくっていただきまして、２ページ、物流業界の状況について示しております。

物流業界の営業収入の合計は約29兆円でございまして、日本の全産業の２％でございます。

また、従業員数は約226万人であり、日本の全就業者数の３％となっております。また、左

の図はトンベース、右の図はトンキロベースの輸送量になります。両方の図におきまして、

2020年はコロナ禍などの影響により減少しておりますが、ここ５年はほぼ横ばいで推移を

しております。左の図で示されましたトンベースでは、直近の2021年で42億トンでした。

また、輸送モード別ですと、トンベースである左の図は黄色で示された「自動車」が大半

ですが、トンキロベースである右の図は緑色で示された「内航海運」、赤で示された「鉄

道」が増えております。これは、距離が長ければ海運や鉄道の割合が増えているというこ

とでございます。 

 続いて、３ページです。こちらは「トラックドライバーの働き方をめぐる現状」でござ

いまして、３つの切り口で示されております。下のグラフは３つともなのですが、黄緑色

を日本の全産業、だいだい色をトラックドライバーで比較したものでございまして、トラ

ックドライバーとしては、一番左の図としては労働時間は約２割長い反面、真ん中の図と

して年間所得額は約１割低く、そして、有効求人倍率は２倍と、人手不足になっていると

いう結果が示されております。 

 続きまして、４ページでございます。こちらは「自動車運送事業における時間外労働規

制の見直し」についてでございます。平成30年６月の「働き方改革関連法」の改正により、

全産業におきまして、年間960時間という時間外労働の上限規制が適用されました。自動車

の運転業務などの業種については、平成30年６月から一部特例つきで５年の猶予がありま
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して、今度の４月１日より適用されることになっております。また、960時間の上限規制に

加えまして、表の下段にあるように、厚生労働省告示としてトラックドライバーの拘束時

間を定めておりまして、拘束時間が短くなるといったこともございます。これらの上限規

制により、今まで運べていたものが運べなくなる可能性が出てきました。このことをいわ

ゆる「物流の2024年問題」と呼んでおります。ここで御理解いただきたいのは、物流の2024

年問題の発端となった年間960時間の上限規制というのは、全産業に適用されるものであ

ること、そして、物流については５年間の猶予があり、その猶予が次の４月に切れるとい

うことでございます。 

 ５ページ、「労働時間規制等による物流への影響」でございます。このまま物流に対し

て何も対応、対策を行わなかった場合、2024年には輸送能力が14％不足し、さらに対策を

行わないと、2030年には34％不足するという試算でございます。これは10個荷物を送ると

2024年には1.5個届かない、また、10個荷物を送ったときに2030年には３個は届かなくなる

という試算でございます。特に品目別では農水産品、地域別では中国、九州、関東に影響

があるという試算結果でございます。 

 続いて、６ページでございます。左上の図はEC市場規模の推移、いわゆる通信販売でご

ざいます。棒グラフで示されている13年の間だけでも４倍の伸びとなっておりまして、20

兆円規模になっております。また、赤色の折れ線グラフで示されているＥＣ化率、通販が

どれだけ伸びているかというものなのですが、これも直近では９％がネット販売、通信販

売になりました。真ん中のグラフは宅配便取扱実績の推移でして、５年間で30％、10年間

で50％にまで増加をいたしました。一方で、右のグラフは再配達の割合を示しておりまし

て、直近でも11％以上が再配達となっております。10個の荷物を運んで１個は再配達にな

っているのが現状でございます。 

 続いて、７ページでございます。このような現状を踏まえまして、関係閣僚会議が立ち

上げられました。ここに書かれておりますのが、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚

会議」の説明の図でございます。これは、現状を踏まえて荷主、事業者、一般消費者が一

体となって我が国の物流を支える環境整備を総合的に進めるべく、令和５年３月31日に設

置されました。その３か月後に当たる６月２日に第２回関係閣僚会議が開かれまして、「物

流革新に向けた政策パッケージ」、私たちは「政策パッケージ」と呼んでおりますが、そ

れが決定されたというものでございます。 

 ８ページでございます。こちらは先ほど御説明した物流革新に向けた政策パッケージの

ポイントでございます。政策パッケージは、14ページにわたる抜本的・総合的な対策が書

かれておりますが、それを１枚でまとめたものがこちらの図でございます。先ほども御説

明いたしました、何もしないと2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足になる

ことを踏まえつつ、その右側に具体的な施策は、１つ目として「商慣行の見直し」、２つ

目として「物流の効率化」、３つ目として「荷主・消費者の行動変容」の３つの柱に分け

られまして、合計24の施策で構成されております。 
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 続いて、９ページでございます。先ほど御説明、御紹介した３つの柱のうち、１つ目の

商慣行の見直しの具体例を示したものでございます。政策パッケージの特徴としまして、

荷主企業や消費者の意識改革として、荷物を送る人、受け取る人の意識について研究した

のが、今までとは違う点でございます。 

 そのような対策として、例えば①として「荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減」

ということで、今まで荷待ちや荷役時間は全然考えられずに、取りあえず待っていてくれ、

とか、そのような具体的に待つ時間もちゃんと金を払ってくださいよとか。あとは、納品

期限を、とにかく早く着けばいいということではなくて、短いリードタイムで着くとか、

あとは多重下請構造など、そのようなものもなくしていこうとか、また、あまりに無理難

題を押しつける人に対しては法律に従っていろいろ指導させていただきますよというよう

なトラックＧメン、これも既に始まっております。ほかには価格転嫁、標準的な運賃をつ

くるとか、そういった施策が盛り込まれております。 

 続いて、10ページでございます。こちらも施策が続いておりまして、物流効率化という

ことで、物流事業者への効率で設備投資の促進、物流GX・DXの推進、物流標準化、トラッ

ク速度規制を引き上げるとか、そういったことが書かれております。 

 ３つ目が、荷主・消費者の行動変容ということで、今までの物流事業者だけではなくて、

荷主や消費者にも行動変容を促すといったことが書かれておりまして、どうしても荷主の

人だけに頼んでも分かってくれないので、その会社経営者の方々に意識改革、行動変容を

促すように、トップの人にまで物流は大事なのですよ、考えてくださいよという措置を導

入したり、物流改善を評価・公表する仕組みを入れたり、あとは再配達の半減に取り組ん

だりしているというものでございます。 

 12ページでございます。このような今までにない画期的な施策を行うことにより、2024

年における14％の輸送力不足が防げると考えております。「当面の進め方」に記載してい

るように、現在できるところから進めておりまして、既に自主行動計画などはつくってい

ただいたり、法制化を進めたり、自主行動計画の作成・公表を進めているところでござい

ます。 

 続いて、13ページでございます。こちらは物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業

者・物流事業者の取組のガイドラインでございます。これは政策パッケージと同じ日に、

国土交通省、経済産業省、農林水産省の３省が共同で発表したものでございまして、荷主

企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、

抜本的・総合的な対策として具体的な施策を策定したものでございます。 

 国土交通省からは以上でございます。 

○山内委員長 ありがとうございます。 

 それでは、経済産業省から御説明をお願いいたします。 

○大西室長補佐 経済産業省です。ありがとうございます。 

 私からは、今、物流の全体像といったところは国土交通省さんから説明いただいたとお
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りなのですけれども、荷主の企業については我々もいろいろな対応などを考えております

ので、その話をできればと思います。 

 先ほど国土交通省さんから紹介があった政策パッケージについてですが、規制的措置と

いったところの「荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減」といったところで、まず、

規制的な措置を考えていることと、「即効性のある設備投資の促進」という言葉もパッケ

ージの中に入っておりますが、荷主の企業において設備投資などをしっかり後押ししてい

くということで、この規制的措置と設備投資の促進などの支援的措置といったところで、

両面で荷主の企業がきちんと物流に取り組むようにという支援を用意しているというのが、

我々がやっている主な対応になってございます。 

 他方で、今回通常国会において規制的措置の導入というので法制化の準備を進めている

ところなのですけれども、2024年問題が始まるに当たって、2024年から国会に通すという

ところでは、少しタイムラインが遅れるところもありますので、既に昨年からガイドライ

ンを出して、物流事業者、荷主の事業者がきちんと取り組むべきことを政府で具体化した

上で、こうしたガイドラインの遵守をお願いさせていただいたり、あるいはそのガイドラ

インを参照しながら、その業種・業界別に物流効率化においてこのようなことをやってい

くのだという自主行動計画の作成を、荷主の企業の皆様にお願いさせていただいたところ

です。 

 ガイドラインについては、このような形になっておりまして、こちらは国土交通省さん

の資料の中にも入っていたかと思うのですけれども、こうした形でかなり具体的に荷主の

企業、物流事業者も含めてこういうことをやってほしいということを政府から言わせてい

ただいております。特に荷待ちや荷役の作業時間といったところ、今、平均で３時間かか

っているというデータもありますが、ここについて２時間以内でやっていくことで、ドラ

イバーさんの労働負荷の軽減を図っていくという方針を打ち出しているところです。 

 自主行動計画については、昨年の年内に公表するというタイムラインでやっておりまし

たが、既に100以上の団体・事業者で計画を策定しておりまして、経済産業省が関係するよ

うな自動車、素形材、製造業などにおいても、かなりたくさんの企業が物流の問題を自分

事と考えて自主行動計画などをつくってくれている状況でございます。 

 ここからは具体的に荷主の企業の設備投資といったところで、何をしていくのかという

ことで簡単に事例だけ御紹介させていただければと思います。 

 大きく問題になっているのが、先ほども申し上げたような荷待ちや荷役の作業時間はす

ごく労働負荷がかかってしまっているということなので、ここをなるべく効率化して短縮

するようなこと、あるいはトラックがなるべく多くのものを積んだ状態で１運行当たりの

積載率を上げる、そのようなことも重要になってまいります。 

 こうしたものを達成するために、まず、荷待ち・荷役といったところについてはパレッ

ト化ですね。ばら積み・ばら下ろしで段ボールを１つずつ上げ下ろしするのではなくて、

パレットに載せた上でフォークリフトを上げ下ろしすることで、こうした荷待ち・荷役に
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かかる時間を削減したり、あるいはシステムを入れることでトラックが倉庫の外で無駄に

待っていることがないようにするであるとか、そうしたデジタル技術の活用も重要になっ

てくるかと思っています。 

 そうした観点から、我々経済産業省としても支援的措置として補正予算を取ってござい

ます。合計で55億円で、主な事業については、この荷主の企業における物流の効率化に向

けた機器やシステムなどの費用の補助となってございます。ですから、対象は中堅・中小

企業なのですけれども、こうしたなかなか物流の設備投資、投資の余力がないようなとこ

ろについてしっかり手当てをしていくことで、荷主の企業における物流の効率化を達成し

ていきたいと、そのような考えでおります。 

 駆け足になってしまいましたが、経産省からは以上とさせてください。ありがとうござ

いました。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御説明いただきました内容について質疑に入りたいと思います。御意見、御

質問があれば御発言願いますが、どなたかいらっしゃいますか。 

 どうぞ、佐藤委員。 

○佐藤委員 御説明ありがとうございました。 

 国交省さんと経産省さん両方に質問したいのですけれども、昨年４月にゆうパックが下

請たたきをしているというニュース記事があったのですが、これはトラックＧメンという

ところで、荷主、元請の監視の強化あるいは結果の公表などでフォローなさっているのか

と思いますが、郵政の下請に対する監視の状況、監視されている状況について、どのよう

な感触なのでしょうか。教えていただけると幸いです。 

 もう一点、国交省さんの９ページの資料の中で、③の「物流産業における多重下請構造

の是正に向けた規制的措置等の導入」ということなのですが、ここのところで郵政グルー

プができることはありますでしょうか。 

 ２点、お願いします。 

○山内委員長 これは鈴木室長からお答えいただくのかな。 

○佐藤委員 行動変容というか、４月の段階で下請たたきみたいなニュースが出たのです

が、トラックＧメンなどをやっていらっしゃったときに、たたかれた後で行動が変わった

のか、郵政の行動の変容が観察されるのかどうか、もし感触としておありでしたら教えて

いただきたいと思いました。 

○鈴木室長 国土交通省です。 

 正確な答えは分からないのですが、トラックＧメンが本格的に動き出したのが、私が知

っている限りで７月に物流・自動車局長からトラックＧメンの辞令が出ております。４月

時点にはトラックＧメンはなかったので、特に対応はしていなかったと思います。トラッ

クＧメンについては、緊急相談窓口があり、通報できる仕組みがあると聞いておりますの

で、郵政さん関係でどこかから通報があったら、もしかしたら既に動いているかもしれな
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いです。その辺、私は把握していない状況でございます。 

 多重下請についてもいろいろなやり方があるので、郵政さんが今、どうなっているのか

全く分からないのですけれども、もしそういうものがあるのであれば、何らかの形で通報

されて、そこから調べて、おかしいときは是正なりなんなりに進んでいくものだと思って

おります。今のところ、郵政さんの情報は持っていない状況です。 

○山内委員長 いいですか。 

○佐藤委員 ２番目の質問は意図が違いまして、多重下請構造を是正しなくてはならない、

これは目標ですね。これに対して郵政ができることはないのか、国交省さんから見て何か

おありかと思ったのです。それで教えていただきたいと思いました。 

○鈴木室長 難しいですね。物が運べないときに物流業者はいろいろなところに問合せを

していると聞いておりますので、もしその値段や価格が適正であれば郵政さんも受けて運

ぶというのは、一つの多重下請の改善策ではないかと思います。また、トラックＧメンが

続けば、いろいろな情報も蓄積されて改善策も出てくるのではないのかと考えております。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

○山内委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 私からよろしいですか。今回の政策パッケージは、国交省だけではなくて経産省、荷主

のほうも一緒になってやったということで、ある意味画期的なパッケージだと思っている

のですけれども、打合せのときにも伺ったのですけれども、最近タクシーで配車アプリが

出てきて、配車アプリで乗客とタクシーのマッチングをするということがありますね。そ

れで、先ほどありましたけれども、トラックの積載効率を上げるのがかなり効率に資する

のではないかと思われるわけですけれども、その積載効率を上げるために、マッチングア

プリは結構民間のトラック会社さんが導入しようとしていますね。ただ、それが十分に機

能しているのかというと、そうでもないような感じがするのです。 

 例えばEDIという統一したシステムをもう随分昔に経産省さんがつくられて、契約関係

はそれでやられているわけですけれども、物の流れについて、そういう全体をうまく把握

できるようなシステムなり、あるいは機構なり、大体頭に描いているのはタクシーの配車

アプリみたいなことなのですけれども、そういうもののベースや土台などをそれこそ国交

省と経産省と一緒になって、これは運ぶほうと荷主さんと一緒になってそういうベースを

つくることはあり得ないでしょうかというのが質問なのですけれども、これは別にそうや

ってくれというよりも、そういうことは考えられないですかというのが正直な質問なので

す。 

○大西室長補佐 ありがとうございます。 

 経産省からコメントさせていただきますと、おっしゃるとおりのことはやっていかない

といけないのだろうとは思っておりまして、経済産業省としてもフィジカルインターネッ

トという、もちろん国土交通省さんと連携しながらというところですが、究極の共同輸配

送みたいな、そのようなシステムを中長期的にはやっていかないといけないという問題意
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識は持っていますので、今、おっしゃっていただいたような共通のデータ基盤のようなも

のを整備していく必要があるのかとは思っております。 

 その中で、ＥＤＩであるとか、ある程度ＳＩＰという取組もあったりしますが、このよ

うな情報があればいいねという議論は始まっていて、そこに向けた標準化も議論は始まっ

ている段階なのですけれども、なかなか国が主導してそうしたものをつくっていくところ

には至っておりませんで、今は民間でいろいろなシステムが出てきておりますので、まず

はそうしたものを使っていってもらうというのが大事かと思っておりまして、ですから、

今回の我々が補正予算で獲得しているものについても、システムの導入についてももちろ

ん認められるものになりますので、まずはそういったものを事業者間で使っていってもら

って、そこでいろいろな経験が蓄積される中で、このような方向で共通化なりできていっ

たらいいのではないかとか、そのような議論につなげられないかというのが、今、思って

いるところです。 

○山内委員長 ありがとうございます。 

 民間でそのようなことをしている例も存じ上げているのですけれども、広がらないとい

うのは何かバリアといいますか、あるのだと思うので、その辺を少し究明していただいて、

これは別に国が統一したスタンダードをつくらなければならないということではないと思

うのですね。ある意味ではデファクト的に広がっていけばいいのかもしれないですね。 

○大西室長補佐 そうですね。 

○山内委員長 そのような感じを持ったところです。ありがとうございました。 

○大西室長補佐 ありがとうございます。 

○鈴木室長 私から補足をさせてください。私は去年の７月まで内閣府の科学技術・イノ

ベーション推進事務局というところにいまして、先ほど経産省さんからも紹介のあったＳ

ＩＰの担当をしておりました。スマート物流の取組はＳＩＰにおいて５年ほどやったプロ

ジェクトでして、一応のシステムのコンセプトなどは既に出来上がって、それをどうやっ

て普及していくかを考えている段階でございます。簡単なコンセプトとしましては、各社

ばらばらにあるシステムを、それをそのままデータをうまく変換して１つにまとめられる

ようなところ、それによって違う業種間でも共同輸配送ができるように見える化をして、

ここなら空いているから行けるとか、そういうシステムのコンセプトは既にＳＩＰで開発

をしておりますので、それをいかに広めていくかが今のステージなのかということでござ

います。 

○山内委員長 ありがとうございます。非常に重要な試みではないかと思っております。 

 ほかに何か。 

 どうぞ。 

○関口委員長代理 国交省さんの資料の10ページの②の「『物流ＧＸ』の推進」で、モー

ダルシフトの説明があって、右側には図も載っているのですけれども、12ページを拝見し

ますと、モーダルシフトによる施策の効果が3.5億トンから3.6億トンと1,000万トンの程
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度しか効果がないということなのですけれども、ここの12ページに指摘されている項目の

中で１％行かないのはこれだけでありまして、このモーダルシフトはあまりこのパッケー

ジの中でいうと重要性、重んじていないということの意味なのでしょうか。 

○鈴木室長 モーダルシフトは、車から船、車から鉄道への転換ということで、言葉では

簡単に説明できますが、すぐに転換することは難しいです。例えば鉄道の軌道改修とか、

船に移すためのいろいろな施策とか、そういったものはどうしても時間がかかるので、直

近ではすぐには効果が現れないという状況でございます。この施策を打ち出したのが2023

年で、半年や１年ではすぐには変えられないということで、これから時間をかけてできる

ことはやっていくということになります。 

○関口委員長代理 どうもありがとうございます。 

 そこら辺の短期的な効果と少し中長期的な効果とが交じっていたということの理解でよ

ろしいということですね。 

○鈴木室長 さようでございます。 

○関口委員長代理 どうもありがとうございます。 

○山内委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、国土交通省と経済産業省からのヒアリングはこれで終了とさせていただきま

す。御協力ありがとうございました。 

○鈴木室長 どうもありがとうございました。 

○大西室長補佐 ありがとうございました。 

（国土交通省、経済産業省退室） 

○山内委員長 それでは、最後の議題ということになりますが、これは我々が検証でまと

めていくわけですけれども、その構成イメージについて、これを審議したいと思います。 

 事務局から御説明をお願いいたします。 

○中山次長 事務局です。 

 資料270-6を御覧ください。タイトルとして「郵政民営化の総合的な検証に関する意見書 

構成イメージ（案）」とあるものでございます。こちらについて御説明をさせていただき

ます。 

 今回の総合的な検証につきましては、特に昨年の夏以降ですけれども、当委員会で様々

調査審議をいただいております。ヒアリング等も含めていろいろ調査審議をいただいてお

りますし、また、非公式会合でも御議論をいただいております。これらを踏まえまして、

この資料にあるとおり、意見書の構成イメージの案を作成させていただきました。 

 今回の検証につきましては、前回検証からの直近の３年間だけというわけではなくて、

民営化以来の経緯や社会経済情勢の変化等を踏まえまして検証するという御議論をいただ

いておりまして、この方向性を踏まえて、まず、第１章として「郵政民営化の経緯と概況」

というものを置いております。それから、第２章以降にも各章の最初に民営化以降の概況
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を述べる節を設ける構成としております。その後につきましては、主要な検討項目をそれ

ぞれ項目立てをしておりまして、また、各章の最後には「今後の課題と期待」というもの

を書く構成としております。また、最後の第７章ですが、本日、各省庁からヒアリングを

いただいておりますので、こちらについて関係省庁の章を設けております。 

 このような構成イメージとさせていただいておりますが、こちらで今後進めるというこ

とでよろしいかどうか、各委員の方々から御意見をいただければ幸いでございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○山内委員長 ありがとうございます。 

 資料270-6ですね。意見書の構成イメージでございますが、今、御説明の内容について御

質問あるいは御意見があれば伺います。いかがでしょう。どなたかいらっしゃいますか。

よろしゅうございますか。 

○関口委員長代理 異議なしでいいのですかね。異議なし。 

○山内委員長 「異議なし」というお言葉をいただきました。 

 それでは、このようなことで進めたいということを御同意いただいたとさせていただき

ます。 

 以上で本日の議題は終了となります。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

○中山次長 次回の委員会の開催につきましては、また別途事務局から御連絡させていた

だきたいと思います。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、本日の「郵政民営化委員会」を閉会といたします。 

 なお、後ほど私から記者会見を行うこととしております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

以上 


